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地方公共団体の自主性及び自立性を高め、自らの判断と責任において行政運営を促進する地方分権

改革が推進されるなか、市民にとって最も身近な議会の果たすべき役割は、これまでになく増大して

います。 

春日部市議会は、このような社会情勢のなか、議会の持つ責任と役割が格段に重くなっていること

をあらためて自覚し、不断の議会改革によって、市民に身近で開かれた議会、市民の衆知を集める議

会、討論する議会、政策の立案及び提言をする議会並びに行動する議会を築き上げていくことを決意

しました。 

春日部市議会は、市民から信頼され、活力にあふれた議会活動を推進していくことを誓い、もって

市民福祉の向上と市勢の発展に寄与するため、ここに、この条例を定めます。 

 

 

第１章　総則 

（目的） 

第１条　この条例は、二元代表制のもと、不断の議会改革を推進するための基本的事項を定め、市民

から信頼され活力のある春日部市議会（以下「議会」という。）の健全な発展を図り、もって、市

民に開かれた議会の実現及び市民福祉の向上と市勢の発展に寄与することを目的とする。 

（条例の位置付け） 

第２条　この条例は、議会における最高規範であり、議会は、議会に関する他の条例、規則等を制定

し、又は改廃するときは、この条例の趣旨を尊重しなければならない。 

２　議会及び議員は、この条例の趣旨を十分に尊重して議会を運営しなければならない。 

（定義） 

第３条　この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(１)　市民　市内に居住し、通勤し、通学し、又は活動する個人及び団体をいう。 

(２)　市長等　市長及び執行機関の職員をいう。 

(３)　委員会　地方自治法（昭和22年法律第67号。以下「法」という。）第109条に定める常任委員

会、議会運営委員会及び特別委員会をいう。 

(４)　会議等　本会議、委員会及び法第100条第12項の規定により春日部市議会会議規則（平成17年

議会規則第１号）で指定した会議をいう。 

一部改正〔平成25年条例１号〕 

第２章　議会及び議員の活動原則等 

（議会の活動原則） 

第４条　議会は、次に掲げる原則に基づき活動しなければならない。 

(１)　執行機関の事務執行について、監視及び評価を行うこと。 



(２)　提出された議案の審議及び審査を行うほか、政策立案及び政策提言を積極的に行うこと。 

(３)　議会活動における市民への説明責任を果たすため、積極的な情報公開に取り組み、市民にわ

かりやすい開かれた議会運営に努めること。 

(４)　地方議会をとりまく環境の変化に対応するため、議会活性化の取組を積極的、継続的に行う

こと。 

(５)　法第115条の２第１項に定める公聴会及び同条第２項に定める参考人制度の積極的な活用に

努めること。 

一部改正〔平成25年条例１号〕 

（議員の活動原則） 

第５条　議員は、次に掲げる原則に基づき活動しなければならない。 

(１)　議会が言論の府であること及び合議制の機関であることを十分に認識し、議員間での自由討

議により、議論を尽くすよう努めること。 

(２)　独自の調査研究及び研修を通じて市民意見の聴取に努めるとともに、自らの資質向上に努め

ること。 

(３)　議会の構成員として、市政全般の課題及び市民の多様な意思を的確に把握し、一部団体及び

地域の代表としてだけでなく、市民全体の福祉の向上を目指して活動すること。 

（議会の機能強化） 

第６条　議会は、法第100条の２の規定により、専門的知見を活用することができるものとする。 

２　議会は、政策立案に資するため、必要な研修及び視察を行うことができるものとする。 

３　議会は、前項の研修及び視察を行ったときは、その結果を市民に公表しなければならない。 

４　議会は、審査及び調査のため必要があると認めるときは、諮問機関を設置することができる。 

（政策討論会） 

第７条　議会は、議員間の共通認識を醸成するため、政策討論会を行うことができる。 

（委員会の活動） 

第８条　委員会は、その所管に属する市政の課題について、提出された議案の審議及び審査、所管事

項の調査並びに政策提案を行うものとする。 

２　委員会は、その意思決定にあたり、委員間の十分な討議を行うものとする。 

３　委員会は、必要があると認めるときは、付託された案件等の審査経過等を市民に説明するととも

に、市民との情報共有のための場として、出張委員会を開催することができる。 

４　第４条第５号の規定は、委員会について準用する。 

一部改正〔平成25年条例１号〕 

（会派） 

第９条　議員は、議会活動を行うため、政策を中心とした共通の理念をもつ集団としての会派を結成

することができる。 

２　会派は、政策立案、政策決定、政策提言等について積極的に調査研究を行い、合意形成に努めな

ければならない。 

３　会派は、議会活動について、市民に対し十分な説明を行うよう努めなければならない。 

第３章　市民と議会の関係 

（市民への情報公開の推進） 

第10条　議会は、原則として、会議等を公開するものとする。 

（議会報告会等） 

第11条　議会は、市民の多様な意見を把握し、今後の意思決定に反映させるために、市民への報告の

場として、議会報告会を開催するものとする。 

２　議会は、市民参加によるまちづくりを推進するために、市民の多様な意見を把握し、情報の共有

化を図る場として、意見交換会を開催するものとする。 

３　議会報告会及び意見交換会は、いずれかを年１回以上開催するものとする。 

　　　一部改正〔令和８年条例21号〕 

（広報広聴委員会） 



第12条　議会は、市民の知る権利を保障し、多くの市民が議会と市政に関心を持てるよう広報広聴委

員会を設置する。 

第４章　議会と執行機関の関係 

（執行機関との関係） 

第13条　議会審議における議会と執行機関との関係は、緊張関係の保持に努め、次に掲げるとおりと

する。 

(１)　会議等において、議員及び市長等は、論点及び争点を明確にして質疑応答をするよう努めな

ければならない。 

(２)　会議等における質疑応答は、一問一答方式等で行うものとする。 

(３)　会議等において、市長等は、議長又は委員長の許可を得て、議員の質問等に対して反問する

ことができる。 

(４)　議会は、執行機関が提案する政策並びに重要な計画及び事業等について、必要な情報を明ら

かにするよう求めるものとする。 

（議決事件の追加） 

第14条　議会は、法第96条第２項の規定により、必要な事項を議決事件として追加することができる。 

２　議会は、前項の規定により議決事件を追加する場合は、その理由及び根拠を明確にしなければな

らない。 

第５章　議会改革の更なる推進 

（議会改革） 

第15条　議会は、地方分権の進展及び市民からの多様な要請に対応するため、自らの改革に不断に取

り組むものとする。 

２　議会は、前項の規定による取組を行うため、法第109条の規定による特別委員会を設置するものと

する。 

一部改正〔平成25年条例１号〕 

（議員定数及び議員報酬） 

第16条　議員定数及び議員報酬については、この条例で規定する議会としての機能を果たすことを前

提として、次に定めるとおりとする。 

(１)　議員定数は、市民の意思等が反映されるよう不断の見直しを行うことを基本として定める。 

(２)　議員報酬は、市民の負託に応える議会活動を保障することを基本として定める。 

第６章　議会事務局の体制整備等 

（議会事務局） 

第17条　議会は、議員の政策形成及び政策立案能力を向上させ、議会活動の充実を図るため、議会事

務局の機能の強化及び組織体制の整備に努めなければならない。 

（議会図書室） 

第18条　議会は、議員の調査研究及び政策立案に資するために設置する議会図書室を適正に管理し、

運営するとともに、その図書及び資料等の充実に努めなければならない。 

第７章　補則 

（見直し手続き） 

第19条　議会は、この条例の施行後、社会情勢の変化や市民の意見等を踏まえ、必要があると認める

ときは、この条例の規定について検討を行い、その結果に基づいて適切な措置を講ずるものとする。 

附　則 

この条例は、平成24年４月１日から施行する。 

附　則（平成25年２月18日条例第１号） 

（施行期日） 

１　この条例は、平成25年３月１日から施行する。ただし、第４条の改正規定及び次項の規定は、公

布の日から施行する。 

（春日部市証人等の実費弁償に関する条例の一部改正） 

２　春日部市証人等の実費弁償に関する条例（平成17年条例第49号）の一部を次のように改正する。 



(１)　次の表中、改正前の欄の下線が引かれた字句をそれに対応する改正後の欄の下線が引かれた

字句に改める。 

３　春日部市証人等の実費弁償に関する条例の一部を次のように改正する。 

(１)　次の表中、改正前の欄の下線が引かれた字句をそれに対応する改正後の欄の下線が引かれた

字句に改める。 

附　則（令和８年３月19日条例第21号） 

この条例は、令和８年４月１日から施行する。

 改正後 改正前

 （実費弁償） （実費弁償）

 第１条 第１条

 (１)　地方自治法（昭和22年法律第67号。以下

「法」という。）第74条の３第３項及び第100

条第１項後段の規定により出頭した選挙人

その他の関係人

(１)　地方自治法（昭和22年法律第67号。以下

「法」という。）第74条の３第３項及び第100

条第１項の規定により出頭した選挙人その

他の関係人

 (２)　法第109条第６項、第109条の２第５項、

第110条第５項及び第115条の２第２項の規

定により出頭した参考人

(２)　法第109条第６項、第109条の２第５項及

び第110条第５項の規定により出頭した参考

人

 (４)　法第109条第５項、第109条の２第５項、

第110条第５項及び第115条の２第１項の規

定による公聴会に参加した者

(４)　法第109条第５項、第109条の２第５項及

び第110条第５項の規定による公聴会に参加

した者

 改正後 改正前

 （実費弁償） （実費弁償）

 第１条 第１条

 (２)　法第115条の２第２項（第109条第５項に

おいて準用する場合を含む。）の規定により

出頭した参考人

(２)　法第109条第６項、第109条の２第５項、

第110条第５項及び第115条の２第２項の規

定により出頭した参考人

 (４)　法第115条の２第１項（第109条第５項に

おいて準用する場合を含む。）の規定による

公聴会に参加した者

(４)　法第109条第５項、第109条の２第５項、

第110条第５項及び第115条の２第１項の規

定による公聴会に参加した者
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